
【回答】
1.工種区分は、「道路改良工事」で積算しております。

2.当工事の施工に合わせて、仮囲い撤去を調整しております。ただし、建築工事における外構
工事もあるため、施工範囲や時期等の調整は必要です。

3.建築工事で使用している敷地一部を使用させていただくことで調整を行っております。ただ
し、希望する資材ヤード面積を確保できるかは建築工事側との調整になります。

4.積算は、一般的な縦断用の可変勾配側溝で計上しております。

5.コンクリート蓋の数量については、図面及び数量計算書の通りとなります。

6.記載ミスとなっております。施工の際は、中心線は合わせて施工願います。


